
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  青色事業専従者給与の取扱い 

Ｑ：私は夫の事業を手伝い、青色事業専従

者給与をもらおうと思っています。税務上の

取扱いはどうなっていますか？ 

 

Ａ：青色事業専従者給与に関する届出書に

記載した給与の額のうち、職務の対価として

相当であると認められるものは、課税上問題

になりません。 

【解説】 

不動産所得、事業所得又は山林所得を営む

青色事業者が青色事業専従者に給与を支給す

る場合には、青色事業専従者給与に関する届

出書を提出し、その届出書に記載した金額の

範囲内で支給した給与のうち、その労務に従

事した期間、労務の性質及び提供の程度など

からみて労務の対価として相当であると認め

られる金額につき、必要経費に算入されるこ

ととなっています。そしてこの場合には、そ

の必要経費に算入した青色事業専従者給与の

金額は、その青色事業専従者の給与所得の収

入金額となるとされています。 

したがって、その給与の額が、青色事業専

従者の職務の内容等に照らして相当と認めら

れる金額であれば、税務上、問題になること

はないのですが、相当と認められる金額を超

える給与の場合は、その超える部分の金額は、

青色事業者から青色事業専従者に対して贈与

したものとして取り扱われることとなってい

ますので、注意が必要です。 
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